
桜花学園大学大学院 履修規程 
 

第１条 桜花学園大学大学院学則（以下「学則」という）第５章第 13条、第 14条、及び第 15 条の定める履

修方法を以下に定める。 

 

第２条 修士の学位を修得するためには、以下の条件を満たさなければならない。 

（1）人間科学専攻専門科目、地域文化専攻専門科目の内よりそれぞれ専攻にあわせて 20 単位以上を履

修すること。ただし、自己の専攻以外の他の専攻専門科目から 10 単位を上限に修了要件単位にでき

る。 

(2) 論文指導にあたる課題研究（必修）を履修すること。 

(3) 両専攻共通科目である人間文化特論（必修）を履修すること。 

(4) 修士論文を指定の期日までに提出し、論文の審査等を経て合格しなければならない。 

(5) 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に他の大学院において修得した単位（科目等

履修生として修得した単位を含む）を、１５単位を超えない範囲で本大学院に入学した後修得した

ものとみなすことができる。ただし、学則第２９条第３項（他大学院における研究指導）における

修得単位と合わせて２０単位を超えないものとする。 

 

 

第３条 大学院学則の第５章第 20条単位認定のための試験等の受験資格に関し、次の各号の一に該当する場

合は、その受験資格を失う。 

（1）当該授業科目の欠課が開講授業時数の３分の１を超えたとき 

(2) 授業料等納付金が未納のとき 

(3) 科目の履修登録がされていないとき 

 

第４条 各専攻の専門科目は以下の通りである。 
 

人間科学専攻専門科目 

科 目 名 
開講年次 

単位数 
選択必修 

心
理
学
系 

 教育心理学特論Ⅰ １・２ ２ 

 教育心理学特論Ⅱ １・２ ２ 

 発達心理学特論Ⅰ １・２ ２ 

 発達心理学特論Ⅱ １・２ ２ 

障害児心理学特論Ⅰ １・２ ２ 

 障害児心理学特論Ⅱ １・２ ２ 

 乳幼児心理学特論Ⅰ １・２ ２ 

 乳幼児心理学特論Ⅱ １・２ ２ 

 教育相談特論Ⅰ １・２ ２ 

 教育相談特論Ⅱ １・２ ２ 

 カウンセリング特論Ⅰ １・２ ２ 

 カウンセリング特論Ⅱ １・２ ２ 

教
育
・
保
育
学
系 

 教育学特論Ⅰ １・２ ２ 

 教育学特論Ⅱ １・２ ２ 

幼児教育学特論Ⅰ １・２ ２ 

幼児教育学特論Ⅱ １・２ ２ 

 教育史特論Ⅰ １・２ ２ 

 教育史特論Ⅱ １・２ ２ 

特別支援教育特論Ⅰ １・２ ２ 

特別支援教育特論Ⅱ １・２ ２ 



体育特論Ⅰ １・２ ２ 

体育特論Ⅱ １・２ ２ 

図画工作特論Ⅰ １・２ ２ 

図画工作特論Ⅱ １・２ ２ 

保育内容特論Ⅰ １・２ ２ 

保育内容特論Ⅱ １・２ ２ 

保育内容特論Ⅲ １・２ ２ 

保育内容特論Ⅳ １・２ ２ 

保育内容特論Ⅴ １・２ ２ 

保育内容特論Ⅵ １・２ ２ 

児童福祉特論Ⅰ １・２ ２ 

児童福祉特論Ⅱ １・２ ２ 

食育特論Ⅰ １・２ ２ 

食育特論Ⅱ １・２ ２ 

社会学特論Ⅰ  １・２ ２ 

社会学特論Ⅱ  １・２ ２ 

総
合 

 課題研究Ⅰ １ 必修２ 

 課題研究Ⅱ １ 必修２ 

 課題研究Ⅲ ２ 必修２ 

 課題研究Ⅳ ２ 必修２ 

長期履修学生は、課題研究Ⅰ及びⅡを２年次、課題研究Ⅲ及びⅣを３年次の履修とする。 
 

地域文化専攻専門科目 

科 目 名 
開講年次 

単位数 
選択必修 

言
語
・
文
化 

言語学特論Ⅰ １・２ ２ 

言語学特論Ⅱ １・２ ２ 

言語学特論Ⅲ １・２ ２ 

言語学特論Ⅳ １・２ ２ 

哲学特論Ⅰ １・２ ２ 

哲学特論Ⅱ １・２ ２ 

English LinguisticsⅠ １・２ ２ 

English LinguisticsⅡ １・２ ２ 

English LinguisticsⅢ １・２ ２ 

English LinguisticsⅣ １・２ ２ 

British LiteratureⅠ １・２ ２ 

British LiteratureⅡ １・２ ２ 

American LiteratureⅠ １・２ ２ 

American LiteratureⅡ １・２ ２ 

English EducationⅠ １・２ ２ 

English EducationⅡ １・２ ２ 

英語科教育学特論Ⅰ １・２ ２ 

英語科教育学特論Ⅱ １・２ ２ 

スクール・インターンシップ（英語） １・２ ２ 

日本文化特論Ⅰ １・２ ２ 

日本文化特論Ⅱ １・２ ２ 

グ
ロ
ー
バ
ル
・
文

化 

観光学特論Ⅰ １・２ ２ 

観光学特論Ⅱ １・２ ２ 

歴史学特論Ⅰ １・２ ２ 

歴史学特論Ⅱ １・２ ２ 

女性史特論Ⅰ １・２ ２ 

女性史特論Ⅱ １・２ ２ 

総合 課題研究Ⅰ 1 必修２ 



課題研究Ⅱ 1 必修２ 

課題研究Ⅲ ２ 必修２ 

課題研究Ⅳ ２ 必修２ 

  長期履修学生は、課題研究Ⅰ及びⅡを２年次、課題研究Ⅲ及びⅣを３年次の履修とする。 

 

人間科学専攻、地域文化専攻 共通科目  

  科 目 名 
開講年次 

単位数 
必修 

    人間文化特論 1・2 必修 2 

 
 

第５条 その他、履修上に問題のある場合は、研究科委員会において調整する。 

 

附則 

 この規程は平成１４年４月１日から施行する。 

 この改正規程は平成１６年４月１日から施行する。 

この改正規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

この改正規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

この改正規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

この改定規定は、平成２２年４月１日から施行する。 

この改定規定は、平成２３年４月１日から施行する。 

この改定規定は、平成２５年４月１日から施行する。 

この改定規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

この改定規定は、平成２７年４月１日から施行する。 

この改定規定は、平成３０年４月１日から施行する。 

この改定規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

この改定規程は、令和０２年 4月 1 日から施行する。 

この改定規程は、第 1 条、第 2条、第 3条、及び第 4条の変更により改正し、令和０３年４月１日から施

行する。 

この改定規程は、令和０４年 4月 1 日から施行する。 



桜花学園大学 学位規程 
 

（趣旨） 

第１条 この規程は，学位規則（昭和 28年文部省令第 9号）第 13条第１項の規定に基づき，桜花学園大学

（以下「本学」という。）において授与する学位について必要な事項を定める。 

 

（学位） 

第２条 本学において授与する学位は，学士及び修士とする。 

 

（学位授与の要件） 

第３条 学士の学位は，本学を卒業した者に授与する。 

２ 修士の学位は，本学大学院の修士課程を修了した者に授与する。 

 

（専攻分野の名称） 

第４条 学位に付記する専攻分野の名称は，別表に定めるとおりとする。 

 

（学位請求の手続き） 

第５条 第３条第２項に規定する者が，修士の学位を請求しようとするときは，修士論文を添えて論文審査

願を研究科長に提出しなければならない。 

 

（修士論文の審査） 

第６条 研究科長は，修士論文を受理したときは，修士の学位授与の可否を，研究科委員会の審議に付さな

ければならない。 

 

（審査委員会） 

第７条 研究科長は，前条により修士論文が審査に付されたときは，審査委員会を設置し，修士論文の審査

及び最終試験を行わせる。 

２ 審査委員会は，修士論文を提出した学生が所属する専攻に属する研究科担当教員のうちから，指導

教員を含む３人以上の審査委員をもって組織する。 

３ 審査委員会に主査を置き，指導教員をもってあてる。（又は，審査委員の互選により選出する。） 

 

（最終試験） 

第８条  前条第１項に規定する最終試験は，当該修士論文を中心として，口述又は筆記により行う。 

 

（研究科委員会への報告） 

第９条 審査委員会は，修士論文の審査及び最終試験が終了したときは，その結果を速やかに文書をもって

研究科委員会に報告しなければならない。 

 

（研究科委員会の議決） 

第 10 条 研究科委員会は，前条の報告に基づき，修士の学位授与の可否について議決する。 

２ 前項に規定する修士の学位授与の議決は，研究科委員会構成員の３分の２以上の出席を必要とし，

出席者の３分の２以上の賛成を得なければならない。 

 

（審査結果の報告） 

第 11 条 研究科委員会が前条の規定により修士の学位の授与を決定したときは，研究科長は，その結果を文

書で学長に報告しなければならない。 

 

（学位記の授与） 

第 12 条 学長は，第３条第１項の規定に基づき，学士の学位を授与すべき者に，別表１の学位記を授与する。 

２ 学長は，第３条第２項の規定及び前条の報告に基づき，修士の学位を授与すべき者に，別表２の学

位記を授与する。 

 

（学位の名称の使用） 

第 13 条 学位の授与を受けた者が，学位の名称を用いるときは，当該学位名に「桜花学園大学」の名称を付

記しなければならない。 



 

（雑則） 

第 14 条 この規程に定めるもののほか，学位の授与に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附則 

 この規程は，平成１４年４月１日から施行する。 

 この改正規程は，平成１５年４月１日から施行する。 

  この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

  この規程は、平成２１年度入学者から適用し、現に在学する学生は、従前の規程を適用する。 

 

別表１ 

学  位 学部、学科、研究科の名称 専攻分野の名称 

学 士 
保育学部保育学科 保育学 

学芸学部英語学科 英語 

 

別表２ 

学 位 学部，学科，研究科の名称 専攻分野の名称 

修 士 
人間文化研究科人間科学専攻 人間科学専攻 

人間文化研究科地域文化専攻 地域文化専攻 

 



桜花学園大学大学院 科目等履修生規程 
 

(趣旨) 

第１条 桜花学園大学大学院学則(以下「学則」という。)第 29条 2 項に定める，科目等履修生(以下「履修

生」という。)に関する事項は，この規程の定めるところによる。 

 

第２条 桜花学園大学大学院(以下「本学院」という。)の授業科目のうち，１科目又は数科目の履修を志望

する者があるときは，学長は，研究科委員会の議を経て，履修生として入学を許可することがある。 

 

(入学資格) 

第３条 履修生としての入学資格者は，学則第 24条に定める資格を有する者とする。 

 

(履修期間) 

第４条 履修生の履修期間は，6 ヶ月以上 1年以内とする。 

ただし，特別の事情があるときは，この限りではない。 

 

(入学の時期) 

第５条 履修生の入学の時期は，原則として学期の始めとする。 

 

(出願手続)                   

第６条 履修生として入学を志願する者は，所定の入学願書に次の各号に掲げる書類及び第 13条に定める入

学検定料を添え，前学期の入学にあっては 3月 1 日，後学期の入学にあっては 9月 1日までに学長に

願い出なければならない。 

  (1)履歴書 

  (2)健康診断書 

  (3)写真(2枚) 

  (4)最終学校の成績証明書と，卒業(見込み)または修了(見込み)証明書 

  (5)在職中の者は，当該所属長の承諾書 

                             

(入学選考及び入学の許可) 

第７条 前条の定めにより出願手続を経た者に対し，研究科専攻の履修科目に対する基礎的能力を学科試験

または面接等により選考の上，研究科委員会の議を経て，学長は入学を許可する。 

 

(入学の手続) 

第８条 履修生として入学を許可された者は，入学許可を得た日から 10 日以内に第 13条に定める入学金及

び授業料を納付しなければならない。 

２ 履修生として入学を許可された者で，前項に定める納付金を期日までに納付しないときは，入学を

取り消すことがある。 

３ 既納の納付金は，原則として返還しない。 

 

(学生証の交付) 

第９条 履修生には履修生としての身分を証する学生証を交付する。 

 

(単位の授与及び証明書) 

第 10 条 授業科目を履修した履修生に対し，試験の上，単位を授与する。 

２  履修を修了した場合は，願い出により，単位修得証明書を交付する。 

(退学) 

第 11 条 履修生が履修期間の中途において退学しようとするときは，所定の退学願にその理由を記載し，学

長に願い出て許可を得なければならない。 

 

(退学を命ずる場合) 

第 12 条 履修生で本学の諸規則・規程に違反し，又は履修に適しないと認められる者については，研究科委

員会の議を経て，学長は退学を命ずることがある。 

 

(学費等の額) 



第 13 条 履修生の入学検定料，入学金及び授業料等の額は別表のとおりとする。 

２ 実験又は実習に要する実費は，履修生の負担とする。 

 

(準用規定) 

第 14 条 この規程に定めるもののほか，学則その他学内諸規則の学生に関する規程を準用する。 

 

附則 

 この規程は平成１４年４月１日から施行する。 

 

別表 

 納付金等 

 

区  分 納 付 金 額 

 検  定  料  本大学院入学検定料の半額 

 授業料(１単位)      ２０，０００円 

 



桜花学園大学大学院 外国人留学生規程 
 

（趣旨） 

第１条 桜花学園大学大学院学則（以下「学則」という。）第 27条 2 項に定める，外国人留学生（以下「留

学生」という。）に関する事項は，この規程の定めるところによる。 

 

（募集人員） 

第２条 留学生の募集人員は，人間文化研究科人間科学専攻及び地域文化専攻ともに若干名とする。 

 

（出願資格） 

第３条 留学生募集のための入学試験に出願できる者は，日本国籍を有しない者で，次の各号のいずれかに

該当する者とする。 

(1)日本の大学を留学生として卒業した者、及び出願年度の 3 月 31日までに卒業見込みの者 

(2)外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者，及び出願年度の 3 月 31日までに修了見込

みの者 

(3)大学卒業までに 16 年を要しない国において大学を修了した者で，本学大学院研究科委員会において

大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

(4)その他，本学大学院研究科委員会において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

 

（出願資格の審査） 

第４条 前条の(2),(3)に該当する者は，次の要項にしたがって，資格審査を受けなければならない。 

(1)当該前年度に指定された期間内の申請 

(2)申請時に提出する書類 

①出願資格認定申請書 

②最終学校の卒業証明書 

③最終学校の成績証明書 

④在職（在学）証明書（該当者のみ） 

(3)審査の日時・場所 

 必要な場合は本人に別途通知する。 

(4)審査結果の通知 

 当該前年度の通知締め切り日までに，文書で本人に通知する。 

 

（出願方法） 

第５条 出願資格を得た者は，出願に必要な以下の書類を所定の期日までに本学入試広報課に提出しなけれ

ばならない。 

 ただし，第４条の「出願資格の審査」を申請した者で，申請時に提出した書類については，重ねて

提出する必要はない。 

(1)入学志願票 

(2)最終学校の卒業（見込み）証明書 

(3)最終学校の成績（見込み）証明書 

(4)卒業論文または卒業研究の概要 

(5)入学後の研究計画書 

(6)外国人登録済証明書，または「受験」と明示してある査証（コピーでもよい） 

(7)その他，募集要項に添付の書類 

 

（出願期間） 

第６条 留学生募集のための出願期間を定める。 

 ただし，書類が郵送される場合は，締切日必着とする。 

 

（選抜方法） 

第７条 入学者の選抜は，次の各項を総合して行う。 

(1)入学試験の成績 

(2)最終学校の成績 

(3)健康診断書 

 



（入学試験の期日と試験科目等） 

第８条 入学試験の期日については別に定める。 

２ 試験科目と試験時間は次のとおりとする。 

 

試 験 科 目 等 試 験 時 間 

 日本語 ６０分 

 小論文 ９０分 

 面接（提出された研究計画書を中心に行う） ３０分 

 

（入学検定料等） 

第９条 入学検定料は別に定める。 

２ 入学検定料の納入方法は，本学所定の振込依頼書で，出願期間内に指定の銀行に振り込む。 

 

（合格発表） 

第 10 条 合格発表は，当該前年度の発表日時に本学入試広報部で発表し，同時に受験生全員に受験の結果に

関わる通知書を郵送する。 

２ 合格発表に関する電話・郵便等の問い合わせには応じない。 

 

（学費） 

留学生の学費については別に定める。 

 

附則 

 この規程は平成１４年４月１日から施行する。 

 この規程は平成１８年４月１日から施行する。 

この改定規程は平成２４年４月１日から施行する。



桜花学園大学大学院 研究生規程 
 

（趣旨） 

第１条 この規程は桜花学園大学大学院学則第 29条 3 項の規定に基づき，桜花学園大学大学院の研究生につ

いて必要な事項を定める。 

 

（入学の時期） 

第２条 研究生の入学の時期は，学年又は学期の始めとする。 

ただし，特別の事情がある場合は，この限りでない。 

 

（入学資格） 

第３条 大学院の研究生の入学資格は，大学院修士課程を修了した者又は研究科委員会において特定の研究

分野について，これに準ずる学力があると認められる者とする。 

 

（入学の出願） 

第４条 研究生として入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類に別表１に定める入学検定料を添えて，

学長に願い出なければならない。 

ただし，本学園が設置する学校に在籍する者及び卒業生の志願については，入学検定料を免除する。 

(1)入学願書及び研究計画書（ともに本学所定のもの） 

(2)履歴書及び健康診断書 

(3)最終出身校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書 

(4)在職中の者は，その所属機関等の長の承諾書 

 

（入学の選考） 

第５条 前条の入学志願者については，研究科委員会による審査と面接で選考を行う。 

 

（入学の許可） 

第６条 前条の選考の結果に基づいて合格の通知を受けた者は，所定の入学手続として別表１に定める授業

料を所定の期日まで納付しなければならない。 

２ 学長は，前項の手続を完了した者に研究生として入学を許可する。 

 

（研究期間） 

第７条 研究期間は，入学を許可された年度内とする。 

ただし，引き続き研究を希望する者は，許可を得てこの期間を延長することができる。 

 

（指導教員等） 

第８条 研究科委員会は，研究課題に応じて，研究生の指導教員を指定する。 

２ 研究生は，研究課題について指導教員の指導を受けるほか，指導教員及び授業科目担当教員の承認

を得て，当該研究に関連のある授業を聴講することができる。 

３ 研究生は，指導教員及び各施設管理者の承認を得て，学内の諸施設及び諸設備を使用することがで

きる。 

４ 研究生が，単位を修得しようとするときは，あらためて科目等履修生として入学しなければならな

い。 

 

（研究の修了） 

第９条 研究生が所定の期間在学し，その研究を修了した場合には，研究成果の概要等を記載した研究修了

届を，指導教員を経て研究科委員会に提出しなければならない。 

２ 学長は，研究修了者に対し，本人の請求により研究証明書を交付することができる。 

 

（細則） 

第 10 条 この規程に定めるもののほか，研究生に関し必要な事項がある場合は研究科委員会が別に定める。 

 

附則 

 この規程は，平成１４年４月１日から施行する。 

 この改定規程は，令和 2年 4月 1 日から施行する。 



 

別表１ 

 

区  分 納 付 金 額 

 入学検定料 本大学院入学検定料の半額  

 授業料（年間） ２００，０００円  

 



桜花学園大学大学院 授業料等収納規程 
 

（準拠） 

第１条 この規程は，桜花学園大学大学院学則（以下，「学則」という。）第 30条に基づき，入学検定料，入

学金及び授業料，教育充実費（以下，授業料，教育充実費を「授業料等」という。）の収納方法につ

いて定めるものとする。 

 

（授業料等の額） 

第２条 授業料等の額は，入学時の学則第 30 条別表第２に定めるものとする。 

 

（収納の方法） 

第３条 学則に定める入学検定料，入学金及び授業料等の収納方法は，次の各号のとおりとする。 

(1)入学検定料は，入学の出願時に所定の金額を収納するものとする。 

(2)入学金は，所定の入学手続き期間に収納するものとする。 

(3)授業料等は，４月１日から４月３０日までに収納するものとする。 

 

（収納の特例） 

第４条 前条の定めにかかわらず，願い出により学長が認めた者については，授業料等については後納，又

は月割りに分割し収納するものとする。 

２ 前項により分割し割り切れない場合は，最初の月額において端数の額を上乗せし納付するものとする。 

３ 授業料等の分納を許可した者については，所定の金額を各月末までに収納するものとする。 

  ただし，夏季休業など長期休業期間については，休業前に複数月分の前納を認めることができるものと

する。 

 

（休学及び復学者の授業料等） 

第５条 休学者の授業料等は，在学の属する月までの納付金額を月末までに収納するものとする。 

  ２ 復学者の授業料等は，復学した月からのその月の属する学期末の月までの納付金額を，復学した月

末までに収納するものとする。 

 

（退学者の授業料等） 

第６条 退学者の授業料等は，在籍の属する月までの額をその日の属する月末までに収納するものとする。 

 ただし，収納金額が割り切れない場合は 100円未満は切り捨てた額を収納するものとする。 

 

（修業年限を超えた者の授業料等） 

第７条 修業年限２年を超えた者の納付金の額は，入学時の学則を適用し，次のとおり収納するものとする。 

  ２ 休学により在学期間が２年未満となり修了要件を充足できなかった者は，全ての授業料等を収納す

るものとする。 

  ３ 修業年限２年を超え修了要件単位を充足できなかった者は，授業料等について次の各号のとおり収

納するものとする。 

 ただし，次の各号の減額措置により納付金額が割り切れない場合は，100円未満を切り捨てた額を

納付するものとする。 

(1)修了要件不足単位が 10単位未満の者は，授業料等の２分の１の額を収納するものとする。 

(2)修了要件不足単位が 10単位以上の者は，授業料等の全額を収納するものとする。 

 

（長期滞納者の除籍） 

第８条 正当な事由もなく再三の督促にもかかわらず，授業料等を納付しない者については，督促後の納付

期限から３ヶ月後の直近の研究科委員会において除籍するものとする。 

 

（収納した授業料等） 

第９条 いったん収納した検定料，入学金及び授業料等は，原則として返付しないものとする。 

 

（委任） 

第 10 条 この規程の適用にあたって必要な事項は，別に定める。 

 

附則 



この規程（収納の方法）は、平成２０年５月１日から施行し、平成２１年度入学生から適用する。 

この改正規定は、平成２５年４月１日から施行する。 



桜花学園大学大学院 特別奨学生に関する規程 
 

（趣旨） 

第１条 この規程は、桜花学園大学大学院の特別奨学生（以下「奨学生」という。）に関し、必要な事項を定

める。 

 

（資格） 

第２条 奨学生となれる者は、次の各号に該当する者でなければならない。 

(1)本学大学院学則第 24条に定める入学資格を有する者で、本学への希望意志が固くその理由が明確な者 

(2)人物及び学業成績が優秀な者 

 

（選考基準） 

第３条 奨学生の選考は、原則として次の各号の一に定める基準に拠って行うものとし、各号の基準は別に

定める。 

(1)人物が優れており、学業成績が優秀である者 

(2)学園並びに大学の発展に貢献、寄与し得ると認められる者 

 

（選考委員会） 

第４条 奨学生を選考するために、選考委員会を置く。 

２ 選考委員会は、学長、学監、研究科長、及び学長が指名した教員をもって構成する。 

３ 選考委員会は、奨学生の選考及び学納金の減免額並びに奨学生に関する事項について審議する。 

 

（奨学生の決定） 

第５条 奨学生は、前条に定める選考委員会の議を経て理事長が決定する。 

 

（学納金の減免） 

第６条 奨学生の学納金については、一部又は全部を減免できるものとし、第４条に定める選考委員会の議

を経て理事長が決定する。 

 

（資格の取消） 

第７条 次の各号の一に該当した場合には、奨学生としての資格を失うものとする。 

(1)本人の申出による場合 

(2)奨学生としての条件等に該当しなくなった場合 

(3)大学の秩序を乱す行為があった場合 

(4)学生としての本分に反した場合 

 

（取消後の学納金） 

第８条 奨学生としての資格を失い、その後も引き続き在籍する場合の学納金については、その資格を失っ

た月の翌月から学則に定められた学納金を、納付しなければならない。 

 

（委任） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

  附則 

この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

この改正規定は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 



桜花学園大学大学院 長期履修学生に関する規程 
 

（趣旨） 

第１条 この規程は、桜花学園大学大学院学則第 4 条 3 項の規定に基づき、長期にわたる教育課程を履修す

る学生(以下「長期履修学生」という。)について必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象） 

第２条 長期履修学生を希望することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 職業を有し、所属長の承諾を得た者 

(2) その他やむを得ない事情であると学長が認める者 

2 長期履修学生を受け入れる本大学院の研究科・専攻は、次に定める研究科・専攻 

とする。 

（1） 人間文化研究科・人間科学専攻 

(2) 人間文化研究科・地域文化専攻 

 

 

（申請手続） 

第３条 長期履修学生を希望する者は、入学を許可されたのちに学長に申請しなければならない。 

 

（許可） 

第４条 前条の申請については、研究科委員会の議を経て、学長が許可する。 

 

（長期履修の期間） 

第５条 長期にわたる教育課程を履修することができる期間は、3 年間とする。 

２ 長期履修学生として申請した履修期間の変更は、原則認めない。 

 

（教育課程の編成） 

第６条 長期履修学生に係る教育課程の編成は、研究科が定める履修方法を弾力的に運用するものとし、長

期履修学生に限定した教育課程の編成は行わないものとする。 

 

（履修登録単位数の制限） 

第７条 長期履修学生が履修登録できる１学年当たりの単位数は、14 単位を限度とする。ただし、特別の事

情があると学長が認めた場合については、この限りでない。 

 

（授業料等） 

第８条 長期履修学生の授業料等の年額は、桜花学園大学大学院学則別表３の定めるところによる。 

２ 長期履修学生として許可され、3 年間の履修期間を超えた場合の授業料は，桜花学園大学大学院 授

業料等収納規程の定めるところによる。 

 

（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか，長期履修学生に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この規程は，平成２６年４月１日から施行し，平成２６年度入学者から適用する。 

この規程は、当分の間人間文化研究科人間科学専攻の学生のみ適用とする。 

この規程は，令和 4 年４月１日から施行し、令和 4 年 4 月 1 日から適用する。 

 

 


